
次亜塩素酸水溶液普及促進会議アピール 

 

次亜塩素酸水溶液普及促進会議は以下のアピールを行います。 

 

一、 次亜塩素酸水溶液は現在の新型コロナウィルスの流行とその後の新しい生活に対して感染

予防策として役立つものである。 

 

一、 次亜塩素酸水溶液は正しい取り扱いを行うことで人体に影響なく安心して使える液体である。 

 

一、 その活用方法においては、空間に効果的に噴霧することによりエアロゾル感染を防ぎ、空気

中及び床面・壁面など室内環境のウィルスを除菌することが可能である。 

 

一、 現在根拠なく「次亜塩素酸水溶液が新型コロナウィルスに効果がなくまた空間噴霧が健康に

有害である」かのような報道がなされているがこれは明らかな誤報であり、本来感染防止に有

効な手段を陥れる風評を作っている。結果、次亜塩素酸水の普及を妨げ新型コロナウィルス

の感染を広げる結果となり重大な社会問題である。 

 

一、 根拠なく次亜塩素酸水溶液に対する誤った報道をしている報道機関は正しい事実に基づき取

材し修正報道を行っていただきたい。  

 

一、誤報の元となった中間報告を行った製品評価技術基盤機構及び経済産業省はより広く専門

家の声を聞き誤解を受けないような最終報告を行っていただきたい。 

今回、誤解と不安が広まった空間噴霧への説明についても追加試験で正しい事実を発表してい

ただきたい。 

 

一、 厚生労働省は国民の命と健康を守る本来の使命から、新型コロナウィルス感染防止に有効

な手段として次亜塩素酸水溶液の効能と使用方法を広く普及させるため専門家を集め業界

団体の利害を超えた国民のための取り組みを行っていただきたい。 

 

一、 政府は国民の命と健康を守るため医療機関、高齢者施設、防災避難所を始めとする必要な

箇所への次亜塩素酸水溶液の配布と備蓄を進めていただきたい。 

 

一、新型コロナウィルスを始めとするウィルスと共生する新しい社会づくりのために次亜塩素酸水

溶液の活用を広めていただきたい。 


